
精算について 

各商品によってご利用日とお支払いのサイクルが異なります。脱退書類受付後も数ヶ月ご請求が続く場合があり

ますので、詳細は下記をご参照ください。また、ご請求金額は「ご利用明細書兼通知書」にてお知らせします。 

 

●生協斡旋商品（紙上ショッピング） 

 毎月末日締めの翌月お支払いとなります。 

 （例）1 月 1 日～1 月 31 日ご利用分 → 2 月 27 日口座振替 

 ※アクアクララ東北は毎月末締め翌々月お支払い、また、生協オンラインショッピングから生協イオンカードで購入した場合は、

イオンカードの締め日に準じます。 

 ※分割払いでご利用された場合は一括精算をお願いします。 

 

●イオンカード（カード加盟店でのショッピング利用・ETC カード含む） 

 毎月 10 日締めの翌月お支払いとなります。 

 （例）1 月 11 日～2 月 10 日ご利用分 → 3 月 27 日口座振替 

 ※各加盟店から売上データの連携が遅れる場合には翌月以降のご請求となります。 

 ※ショッピング分割払い、ショッピングリボ払い、キャッシングリボ払いなどをご利用された場合は一括精算をお願いします。 

 ※電気料金等をカード払いで継続決済している場合には、ご自身で解約や支払方法変更のお手続きをお願いします。 

 

●ガソリンカード（ENEOS ASSOC カード・出光 TRUST＆FLEX カード） 

 毎月末日締めの翌々月お支払いとなります。 

 （例）1 月 1 日～1 月 31 日ご利用分 → 3 月 27 日口座振替 

 ※一部のガソリンスタンドでのご利用分は、ガソリンスタンドの都合によりお支払い月が遅くなる場合があります。 

 

●保険・共済 

 各商品によって当月払い、翌月払い、翌々月払い、一時払い（年一回）などがあります。また、脱退書類受付

日により保険料控除期間が異なりますので裏面の別表をご参照ください。なお、詳細は脱退受付時に保険・共

済担当者よりご案内します。 



別表 

 


